
                     

 

横浜市精神障害者生活支援センター事業実施要綱 

最近改正 平成17年２月７日 衛精第８６７号（局長決裁） 

 

  （目的） 

第１条 この事業は、精神障害者生活支援センター（以下「センター」という。）におい

て、精神障害者の社会復帰と自立及び社会参加の促進を図るとともに、精神障害者に対

する理解の促進を図ることを目的とする。 

  （設置及び実施主体） 

第２条 センターの設置及び実施主体は、横浜市とする。ただし、運営については、横浜

市精神障害者生活支援センター条例（以下「条例」という。）第５条に基づき、指定管

理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ）に行わせることができるものとする。 

  （利用対象者） 

第３条 この事業の利用対象者は、次のとおりとする。 

（1） 市内に住所を有する在宅の精神障害者であって、福祉・保健等に関する相談、援助

を必要とする者 

（2） 精神障害に関する福祉・保健等の活動に関心があり、この場を利用してこれらの活

動を行おうとする者 

 （事業内容） 

第４条 センターは、次の事業を行う。 

（1） 日常生活の支援 

      生活の基本である住居、就労、食事等日常生活に即した課題に対する個別・具体的

な援助 

（2） 相談等 

      電話・面接等により服薬、金銭管理、対人関係、公的手続き等日常的な問題、個々

人の悩み、不安、孤独感の解消を図るための助言、指導 

（3） 生活情報の提供 

      住宅、就労、公共サービス等の情報提供 

（4） 地域交流の促進 

      レクリエーション等精神障害者の自主的な活動、地域住民との交流等を図るための

場の提供 

（5） その他 

      地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業 

  （利用手続） 

第５条 センターを継続して利用しようとする者は、生活支援センター利用登録書（様式

第１号）により、申し込むものとする。 

    ただし、登録外の利用者についても、条例第４条に該当する場合を除き、その利用の

制限はしないものとする。 

 （運営） 

第６条 センターの運営は、次のとおり行うものとする。 



（1） 指定管理者は、センターの事業を効果的に実施するため、行政機関、福祉・保健・

医療の関係者等と連携し、利用者の需要把握や情報の収集・提供に努めるものとする。 

（2） 指定管理者は、精神障害者に対する理解を深めるため、センターの事業を公開する

とともに地域住民等と連携して地域との交流に積極的に取り組むよう努めるものとす

る。 

（3） 横浜市は、この事業に従事する職員に対する研修等の充実に努め、指定管理者はそ

の職員に対して積極的に研修等の機会を与え、その資質向上と意識啓発に努めるもの

とする。 

（4） 指定管理者は、食事・入浴等の実費相当分の負担を伴うサービスとその他の事業に

係る経理を明確に区分する。 

（5） その他運営に関する詳細な事項については、別に定める。 

  （指定管理者の指定等） 

第７条 第２条にある指定管理者の指定手続きについては、条例等の規定に基づき実施し

ていくものとする。 

２ 局長は、指定管理者との間で協定書を締結する。 

 （運営連絡会の設置） 

第８条 センターは、第１条の目的を達成するために、地域の保健・医療・福祉の関係団

体、住民組織、利用者代表、社会復帰施設等の関係者及び行政機関等で構成する生活支

援センター運営連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。 

２ 連絡会の事務局は、センターに置く。 

 （書類の整備） 

第９条 センターには、業務日誌、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとす

る。 

 （職員の配置） 

第10条 センターには、運営に必要な職員を別表１の基準により配置するものとする。 

 （報告） 

第11条 指定管理者は、前月の事業実施状況を「事業実施報告書」（様式第２号）により、

毎月１０日までに衛生局長に報告する。 

 （利用者の負担） 

第12条 センターの利用は無料とする。ただし、センターが提供する実費相当分負担を伴

うサービスについては、別表２に掲げる金額を利用者に負担させるものとする。 

２ 別表２に掲げるサービスのうち、食事サービスを除いた利用者負担金は、同年度の光

熱水費などのセンター運営費に充当するものとする。 

 

 

 

    附 則 

 この要綱は、平成１１年５月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年１月１日から施行する。 



  附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年２月７日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の横浜市精神障害者生活支援センター

事業実施要綱第２条の規定によりその運営に関する事務を委託している精神障害者生活

支援センターについては、地方自治法の一部を改正する法律（平成15年法律第81号）附

則第２条に規定する日までの間は、なお従前の例による。 

 



（様式第１号） 

 

 継続利用申込書（個人）                             登録カード番号       

 

①申込み日／継続利用開始日                年   月   日 

 

②利用する理由 

イブニングサービス利用／仲間つくり／休日に過ごす場

相談したいことがある／情報収集 

その他（                     ）

③利用者氏名  

④生年月日・年齢 昭和・平成   年   月   日（    歳） 

        市            区 ⑤現住所 

電話番号 

⑥緊急連絡先                                 （続柄      ）

電話番号 

⑦勤務先  

⑧通所先  

⑨通院先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表１ 

 

       職     種 

 

 員 数 

 

     備     考 

 

 センター長 

 

 １ 人 

 

 

 精神科ソーシャルワーカー 

 

 ６ 人 

 

 常勤    ３ 人 

 非常勤   ３ 人 

 

 嘱託医 

 

 １ 人 

 

 月４回 

 

 



（様式第２号）

日

人 人 人 ）
人 人 人 ）
人 人 人 ）

人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人

男性 男性

人 人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

回 人 人 人 人 人 人

件 人

件 人

件 人

計

計

○集会室等場所の提供

計

団体名 内容 参加者数

参加者数
○地域交流

男性
○インターネットサービス

事業名

○洗濯サービス
女性

○入浴サービス

（１日平均）

女性

女性

○嘱託医相談件数

見学

男性 女性

（１）利用者数

本人（男性）

男性 女性

○日常生活支援

全体

電話

（男性
今月登録者 （男性

（男性

１．開所日数

２．登録者数（累計）

３．利用状況

今月終了者

月分）

、女性

女性

面接（非構造）・その他

、女性
、女性

女性

訪問・同行

男性

    区生活支援センター運営状況報告（

実施内容等
○自主事業

（１日平均）

（１日平均）

男性

男性

○食事サービス

（１日平均）

活動名 内容

家族等 女性

参加者数

女性

男性

ボランティア等

内        訳

本人（女性） 電話

（２）各種サービス実施状況

面接

訪問・同行家族



 別表２ 

 

センター提供サー

ビス 

 

  利用者負担金 

 

         備          考 

 

 食事サービス 

 

１食 ５００円以下 

 

 利用者負担金額は、各生活支援センタ

ーで必要な額を定める 

 利用者負担金は全額食材等に当てる 

 

 入浴サービス 

 

 １回  １００円 

 

 石鹸、シャンプーは利用者負担とする

 

 洗濯サービス 

 

 １回  １００円 

 

 洗剤は利用者負担とする 

 

 インターネットサ

ービス 

 

 １０分   １０円 

 

 利用時間は１人連続２時間までとする

 


